
令和６年４月１２日

質　　　問 回　　　答

1

実施要領（P.3）2-（8）の実績要件
「公共工事に伴う周辺建物調査業務委
託」について
こちらは、「物件調査」も対象に入り
ますか。もしくは「事前調査・事後調
査」のみを想定していますか。

事前調査・事後調査のみを想定してい
ます。
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